[bookmark: _GoBack]登別市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準等を定める条例（案）


（趣旨）
第１条　この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４６第４項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準等を定めるものとする。
（基本方針）
第２条　市は、被保険者（法第９条に規定する被保険者をいう。以下同じ。）の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第２４条第２項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を受けること及び各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるよう地域包括支援センターにおいて包括的支援事業を実施する。
（職員の員数）
第３条　地域包括支援センターが担当する圏域における第１号被保険者（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の数は、１ヶ所につきおおむね３，０００人以上６，０００人未満とし、当該地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
（１）保健師又はこれに準ずる者として地域ケア、地域保健等に関する経
験のある看護師（准看護師を除く。）　１人
（２）社会福祉士又はこれに準ずる者として福祉事務所の現業員等の業務
経験が５年以上又は介護支援専門員の業務経験が３年以上あり、かつ、
高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に３年以上従事した経験を有
する者　１人
（３）主任介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第
３６号。第１４０条の６８第１項に規定する主任介護支援専門員研修
を修了した者をいう。）又はこれに準ずる者として介護支援専門員とし
ての業務経験を３年以上有し、厚生労働省が定める介護支援専門員の
専門性を高め資質向上を図ることを目的とした研修を修了し、かつ、
介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関す
る知識及び能力を有している者　１人
２　前項の規定にかかわらず、市長が地理的条件その他の条件を勘案して特定の日常生活圏域に、地域包括支援センターを設置することが必要であると認めたときは、当該特定の日常生活圏域に、地域包括支援センターを設置する事ができる。
３　前項の規定により設置した当該地域包括支援センターにおけるその職務に従事する職員の員数は、第１項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる担当区域の第１号被保険者の数に応じ、同表右欄に定めるところによる。
	担当区域の第１号被保険者の数
	職員の員数

	おおむね１,０００人未満
	第１項各号に掲げる者のうちから１人又は２人

	おおむね１，０００人以上２，０００人未満
	第１項各号に掲げる者のうちから２人（うち１人は専らその職務に従事する常勤の職員）

	おおむね２，０００人以上３，０００人未満

	専らその職務に従事する常勤の職員で第１項第１号に掲げる者を１人及び専らその職務に従事する常勤の職員で同項第２号又は第３号に掲げる者のいずれか１人



４　地域包括支援センターは、地域の実情に応じて市長が必要と判断した場合は、当該地域包括支援センターにおいてその職務に従事する職員として第１項に規定する職員以外の職員を置かなければならない。
（地域包括支援センター運営協議会の設置及び組織）
第４条　地域包括支援センターの適切かつ公正な事業運営の確保その他地域包括支援センターの円滑かつ適正な運営を図ることを目的として登別市地域包括支援センター運営協議会（以下「協議会」という。）を設置する。
２　協議会は、市長の諮問に応じ、地域包括支援センターに関する次に掲げる事項について協議し、意見を述べる。
（１）設置、選定、変更及び廃止に関する事項
（２）担当する圏域の設定に関する事項
（３）運営及び評価に関する事項
（４）前３号に掲げるもののほか、運営に関して重要な事項
３　協議会の委員は、１０人以内とし、被保険者、介護サービス又は介護予防サービス事業者及び福祉又は医療関係者のうちから市長が委嘱する。
４　委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
５　協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
６　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
７　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
（協議会の会議等）
第５条　協議会の会議は、会長が招集する。
２　協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
３　会長は、会議の議長となる。
４　協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
５　協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
（委任）
第６条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附　則
１　この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
２　この条例の施行の際現に第４条第１項の規定により設置される協議会に相当する合議体（以下「旧協議会」という。）の委員である者は、この条例の施行の日に、第４条第３項の規定により、協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第４項の規定にかかわらず、同日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一期間とする。
